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補償コンサルタントの業務内容を漫画で詳しく紹介

補償コンサルタントとして活躍する仲間たちの声

現在は用地調査業務のみです
が、土地の権利者等との調査
等での関わりの中での会 話
で、感謝の言葉等をいただい
たときは、仕事の達成感を感
じます。今後は物件調査等に
も携わりたいと思っています。

（男性）

土地調査部門 勤務歴 5 年

この業界に関する情報を知ら
ずに入りました。当時の募集
要項に実務経験や資格が要ら
ないこと などが記載されてい
たので一から学ぶつもりで入
りました。その後補償業務管
理士の資格を取得し今日まで
来ています。（女性）

土地調査部門 勤務歴 7 年

公共事業により財産の損失を
受ける個人に対し適切な補償
を提示すること、それにより
社会の公益を増しつつ、個人
の生活、ひいては人生の再設
計の手助けをしている、とい
う様に思いをはせることがや
りがいです。（男性）

物件部門 勤務歴 5 年

公共用地取得の補助をさせて
頂く事で、道路延伸や河川の
堤防が築堤され地域の方々の
生活が便利になり、生命や財
産を守る公共事業のお手伝い
ができる事にやりがいを感じ
ています。（女性）

補償関連部門 勤務歴 8 年

災害現場において被災者や地域振興のためにも活躍しています。

専門的知識を使って、土地や建物等の評価を行い、権利者へ説明をします。

そして、培った知識と技術は、将来にわたって役立ちます。

さらに、測量士・建築士・簿記検定・宅地建物取引士等の資格取得の

基礎知識をしっかり身につけることができます。

Compensation Consultant

補償コンサルタント
私たちの暮らしを支える道路・鉄道などの公共施設を新しく作る時
その必要とされる土地を取得する用地補償業務をサポートする仕事です

各部門ごとに業務の流れを漫画で紹介しています。
用地取得までの様々な問題や補償内容が詳しく分かります。
右のQRコードからダウンロードして読んでみてください！

北海道支部 東北支部 関東支部 北陸支部 中部支部 近畿支部 中国支部 四国支部 九州支部 沖縄支部
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わたしたち補償コンサルタントの8つの主な仕事 公共事業『道路』に関わるわたしたちの仕事の流れ

補償コンサルタントのお仕事を8部門に分けて紹介します。

以下の8部門について、それぞれ経験を積むことで、

補償業務管理士※という資格を取得することができます。

この資格を活かして将来にわたり、

日本のために活躍することができます。

補償コンサルタントは、公共施設の事業開始から完成まで、

多種多様な人材が各々の適性に応じて専門的な力を発揮し、

公共事業が円滑に進むように協力をしながら仕事を進めています。

土地調査部門1 2 土地評価部門

道路構造の設計

 スタート／業務開始

設計・用地説明会

用地幅杭設置

土地の権利者等調査

調査

算定

協議 ( 用地交渉 )

土地の権利者等との契約

 工事の施工

土地の明渡・物件の撤去

完成／供用開始

物件部門3 4 機械工作物部門

 営業補償・特殊補償部門5 6 事業損失部門

補償関連部門7 8  総合補償部門

わたしたち補償コンサルタントの8つの主な仕事

部門に分けて紹介します。

道路を造る区域の測量や地質などの調査を行い、
現地のデータに基づき、道路構造などが設計

設計図を基に関係者に具体的な説明を行う。あわせて
用地補償に関する考え方を説明して関係者の理解を求める。

道路に必要な範囲を用地幅杭で現地に設置

登記簿(法務局)、住民票・戸籍簿(自治体住民課) 
などで調査を行い、土地の権利者を特定

事業用地内の土地、建物等物件、機械、
営業その他補償対象案件の調査

事業用地内の土地価格、建物等物件、機械、
営業その他補償対象案件の補償額を算定

土地の権利者等に、補償額について親切丁寧に説明

道路事業に協力される土地の権利者等と道路事業者
(国など)とで契約を結び、補償金を支払います。

土地の権利者等は、引越を済ませた後に、
建物を撤去して土地を明渡

適正な補償で土地所有者等の皆様の生活が
移転前と変わらないように再建します！

土地を譲っていただき、
工事が開始します！
ここまで進むと事業の
難題が解決です！

調査・算定の業務は、
公平かつ適正な補償額
を自ら算定するとても
重要なお仕事です！
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公共事業で必要な土地の調査を担当し、土地の所在
及び権利者の特定（所有者不明土地も含む）を行い
ます。特定した権利者同士で土地の
境界を確認し、権利者の土地の範囲
を確定します。民法や測量の資格の
知識を学べます。

事業で取得する土地価格の算定を担当します。住宅
地・商業地・農地・山林などの土地の評価手法に合
わせて、それぞれの土地を評価し価
格を算定します。不動産鑑定士の評
価手法と類似の作業を行うもので、
資格を取得する知識を学べます。

土地にある、建物、工作物、立木などの物件について、
移転をするのに必要な費用を補償するため、これら
物件の調査と補償金額の算定を担
当します。建物構造等に興味がある
方は、建築士資格などの知識を学べ
ます。

工場や自動車整備業用設備などの機械設備を移転
するのに必要な費用を補償するため、機械設備の調
査と補償金額の算定を担当します。
設備の移転について様々な法規を
会得するなど、機械系技術者資格
に必要な知識を学べます。

土地の取得等により、営業主が営業上の損失を受け
る場合に、その損失の補償金額の算定を担当します。
決算書や営業資料を基に、ルールに
従って、計算、整理することから、簿
記の検定資格の知識を学べます。

工事の施行により発生した騒音、振動、日照阻害な
ど、第三者に与える損失の費用負担について担当し
ます。工事完成後一年以内に申出を
受けた損失について、工事施行の因
果関係が認められる場合、原状回復
の費用の算定を行います。

事業者の補助的業務を担当します。地元住民に事業
に対する意向調査、補償説明及び地方公共団体との
補償に関する連絡調整、土地収用法手続き資料を作
成します。広範囲な補償コンサルタ
ント業務の知識を習得し事業者を
支えます。

事業者に代わり用地取得計画を作成し用地交渉実
務を担当します。土地の取得に関する工程管理、補
償に関する相談業務、関係住民等に補償方針に関す
る説明業務、公共用地交渉業務を
担当します。この業務は各部門の知
識と経験が必要とされます。

「用地業務について」(関東地方整備局)https://www.ktr.mlit.go.jp/youchi/about/youtchi_about_00000009.htmlを加工して作成

※用地補償業務に関する唯一の民間資格です




